
平
成
二
十
一
年
六
月
九
日
受
領

答

弁

第

四

七

七

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
七
七
号

平
成
二
十
一
年
六
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
者
の
う
ち
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
て
も
司
法
修
習
を
終
了
し
て
い
な
い
も
の
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
で
あ

り
、
こ
れ
以
外
の
も
の
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
で
、
主
な
前
職
が
外
務
省
職
員
で
あ
っ
た
も
の
は
八
人
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
者
の
外
務
省
退
職
時
の
官
職
及
び
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
年
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
は
い
ず
れ
も
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
い
。

特
命
全
権
大
使
（
ベ
ル
ギ
ー
国
駐
箚
）

昭
和
二
十
二
年
度

特
命
全
権
大
使
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
箚
）

昭
和
四
十
五
年
度

特
命
全
権
大
使
（
タ
イ
国
駐
箚
）

昭
和
五
十
二
年
度

特
命
全
権
大
使
（
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
駐
箚
）

昭
和
五
十
九
年
度

特
命
全
権
大
使
（
中
華
人
民
共
和
国
駐
箚
）

平
成
元
年
度

一



外
務
審
議
官

平
成
七
年
度

特
命
全
権
大
使
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
駐
箚
）

平
成
十
三
年
度

外
務
事
務
次
官

平
成
二
十
年
度

四
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
で
、
主
な
前
職
が
外
務
省
を
除
く
府
省
の
職
員
（
検
察
官
を
除

く
。
）
で
あ
っ
た
者
は
十
五
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
主
な
前
職
及
び
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
年
度
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

九
州
大
学
教
授

昭
和
二
十
二
年
度

東
京
大
学
教
授
五
人

昭
和
二
十
三
年
度
、
昭
和
三
十
五
年
度
、
昭
和
三
十
八
年
度
、
昭
和
四
十
九
年
度
、
昭
和
五
十
四

年
度京

都
大
学
教
授
二
人

昭
和
四
十
一
年
度
、
平
成
十
一
年
度

内
閣
法
制
局
長
官
四
人

昭
和
四
十
八
年
度
、
昭
和
五
十
八
年
度
、
平
成
九
年
度
、
平
成
十
五
年
度

労
働
省
婦
人
少
年
局
長

平
成
五
年
度

二



東
北
大
学
教
授

平
成
十
四
年
度

労
働
省
女
性
局
長

平
成
二
十
年
度

五
に
つ
い
て

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
又
は
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
資
格
を
満
た
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
選
考
し
て
お
り
、
「「
最
高
裁

裁
判
官
」
の
地
位
が
、
あ
る
特
定
の
省
庁
、
特
に
外
務
省
に
と
っ
て
天
下
り
先
の
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

三


